
構造改革特別区域計画 
 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
   三重県員弁郡東員町 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
   東員すこやか給食特区 
 
３ 構造改革特別区域の範囲  
   三重県員弁郡東員町の全域 
 
４ 構造改革特別区域の特性 

本町は、三重県の北端部に位置し、四日市市、桑名市、いなべ市員弁町及び

大安町に接し、中央やや南には員弁川が東西に貫流し、途中から戸上
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川を合わせて、桑名市に流下しています。西

方には鈴鹿セブンマウンテンなどの山々がみられ、北部は養老山地から続く丘

陵地でありここを開発したゴルフ場、住宅団地で形成されている。南部は員弁

川南側に広がる平野と、丘陵地が東西に走っています。中部は南北両側の丘陵

地にかこまれるように、員弁川の低地が桑名市方向へ続いています。総面積は、

２２．６６㎞で、東西に約５㎞、南北に７．３㎞となっています。 

昭和２９年１１月３日に、神田村、稲部村、大長村の３カ村が合併して東員

村となり、翌３０年２月１日に久米村大字中上地区を編入、そして昭和４２年

４月１日に町制を施行し、現在に至っています。 

気候は平均気温１５．２℃であり比較的過ごしやすく、降水量も年間1,048.5 

㎜と、農作物の栽培に適した条件を備えています。（平成１７年のデータより） 

本町の人口は、北部住宅団地（ネオポリス）の完成を控えた昭和５０年（１

０，７７０人、国勢調査結果）以降急激な伸びを示し、昭和６０年では１８，

９４９人、平成７年には２６，２３５人と２倍以上の人口規模へと増加してい

ます。 

また、世帯数も同様に５０年が２，５０７世帯（国勢調査結果）であったの

が６０年に４，７２７世帯、平成７年には７，０７４世帯へと増加しています。 

なお、平成１７年国勢調査速報の人口は２５，８９５人、世帯数は８，０９



８世帯となっています。 

地域産業としては古くは純農村地帯の町であったが、急激な人口増加に伴い、

小規模農家が減少しており、商業、工業の町に生まれ変わりつつあります。 

また、東海環状自動車道東員インタ－（仮称）の建設も始まっており、産業構成に

ついては、今後、さらに大きく変わることが予想されます。 

さらに、子どもをとりまく環境が大きく変化し、子育てに対するニーズの多様化が

進んでおり、乳幼児からの「心の育ち」を含め、保育、教育への関心と期待が一層高

まるとともに、保育園・幼稚園が子どもの豊かな人間形成の基礎づくりを行ううえで、

ますます重要になっています。 

   このような社会の変化に対応するため、保育園・幼稚園においても従来の役割に加

えて、家庭や、地域社会と連携した、地域の子育て支援機関としての役割を担った事

業を実施していくことが求められています。 

   本町では、このように多様化した保育ニーズに対応するため、保育園では一時保育、

０歳児保育、障害児保育、長時間保育など、さまざまな事業に取り組んでいます。 

   また、本町では施設整備に取り組んでおり、平成１１年４月に神田幼稚園、東員保

育園の合築園舎の開園、平成１７年４月から三和幼稚園、みなみ保育園の一体化施設

の開園、さらには、平成１７年度には稲部幼稚園、いなべ保育園の合築園舎の建設、

平成１８年度には城山幼稚園に保育園機能を持たせること、平成１９年度には笹尾西

幼稚園、笹尾第一保育園及び笹尾東幼稚園、笹尾第二保育園のとの一体整備が完了し

ます。 

 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
   幼保合築園舎の建設に伴い、施設を共有、供用し、同じ体験、同じ就学前教育を受 

けているにもかかわらず、保護者の就労状況等家庭環境が異なるという理由により、 
同年齢でしかも隣同士で仲の良い子どもが保育園児、幼稚園児となってしまいます。 
町内の合築施設においては、幼稚園児は直営の学校給食センターからの給食、保育園 
児は自園での給食を食しております。 
しかし、幼稚園の給食を保育園の調理室で調理するには面積的に狭く、すべての給

食を調理することは困難な状況です。 
   従って、３歳児から５歳児について、学校給食センターからの給食を受けいれ、食 

事の統一をすることにより、同じ時間に、同じ給食を楽しく食することが可能となり

食育の充実を図ることができます。 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
   町内の保育園児、幼稚園児の３歳児から５歳児までが同一の給食を食すことにより、 

共通の話題が生まれるなど、楽しく食べる体験を通じ、食への関心を育み、食を営む 



力の基礎を培う食育の充実を図ると共に、就学前教育の更なる充実を図ることができ 
ます。 

   また、少子化が進行し、幼児の数が減少するなかで、保育園と幼稚園に分かれ

た少人数の保育形態は成り立ちにくく、さらには幼児期は人間形成の基礎づくりに

おいて 

も重要な時期であり、集団生活の中から、一人ひとりが自立心を持ち、生活習慣の形 

成や心身の発達などを育むことが大切であると考えています。そこで、幼保合築園舎

の建設を実施し、幼稚園児、保育園児が統一のカリキュラムにより指導、教育を行い、

子どもたちの豊かな人間性、社会性、創造性を育む場とするとともに、保護者の子育

てへの不安を解消することを目的とします。 

 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
   保育所の給食を、直営する学校給食センターから搬入することにより、賄材料費の

統一、消耗品費、光熱水費の削減を図ることができるとともに、給食時の配膳、食器

等の返却についても幼稚園児、保育園児を区別する必要がなくなり、最も慌しい時間

にこれらの業務が軽減されるため、ゆとりある給食指導が可能となります。 
また、児童にとっては、３歳児から５歳児について、学校給食センターからの給食

に統一することにより、同じ時間に、同じ給食を楽しく食することとなり、食育の充 
実を図ることができます。 
 

８ 特定事業の名称 
   ９２０     公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 
９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連す

る事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 
 
｛学校給食における保、幼、小、中一貫食育の推進｝ 
   保育所の給食を外部搬入方式にすることで、保、幼、小、中の一貫教育を実施する 

なかで、一貫した食育を通じ、望ましい食習慣の定着や、心身の健全な育成を図る等、 
子ども達の健やかな成長を育むことを推進します。 



別紙 
１ 特定事業の名称 
   ９２０     公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

   東員町内の町立保育所   東員
とういん

保育園
ほ い く え ん

   いなべ保育園   みなみ保育園 
                しろやま保育園

ほ い く え ん

 笹尾第一保育園 笹尾第二保育園 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
   特区計画の認定の日 
 
４ 特定事業の内容 

（１）事業の主体 
    東員町 
 （２）事業の区域 
    東員町の全域 

（３）事業の実施期間 
平成１８年４月１日から 

（４）事業内容 
現在、保育所で行っている調理業務について、直営の学校給食センターで調理し運搬する外部搬入方式に変更します。 
構造改革特別区域計画の認定後直ちに、学校給食センターときめ細かく打合せを行い、町内の３歳児から５歳児の保育園児の給食

を受け入れます。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 



    公立保育所の給食の外部搬入を実施するにあたっては、社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準「保護施設等におけ

る調理業務の委託について（昭和６２年３月９日社施第３８号）」において準拠される「病院、診療所等の業務委託について（平成

５年２月１５日指第１４号）」の第４の２に規定する院外調理における衛生管理とともに「保育所における調理業務の委託について

（平成１０年２月１８日児発第８６号）」並びに「構造改革特別区域における『公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業』

について（平成１６年３月２９日付け雇児発第０３２９００２号）」における留意事項を遵守し、以下の様な措置を講じることとし

ます。 
    ①各保育所には、専用の調理室があり、加熱設備としてオーブンレンジ、ガステーブル、保存用として冷蔵庫、冷凍庫、配膳用に

配膳台が完備され、食器消毒保管庫とともに各種調理器具も揃っているため、再加熱や冷蔵、冷凍が可能である。 
     また、体調不良児の給食の対応については、各施設とも医務室を備え保護者、園医等と綿密な相談体制をとっていますが、３歳

未満児の給食は自園で調理していることから、体調に合わせ保育園で調理した給食を食する事とします。 
     食物アレルギー児については、入園時に実施する聞き取り調査を踏まえ、保護者、園医、保育士との協議により除去食を決定し、

学校給食センターで除去調理したものを別容器で搬送し、調理員、保育士、栄養士が食事の内容物を確認し、食事の提供を行いま

す。 
    ②衛生管理については、毎年度行われる保健所の衛生指導監査に従った施設改善及び職員の健康診断を中心した衛生管理に取り組

むものとします。 
     また、学校給食センターについてはドライ方式による調理を実施していますが、外部から直接汚染物が混入しないよう安全衛生

確保に努めるとともに調理員の毎月の検査、健康管理にも十分配慮し業務にあたります。 
    ③食事の内容は、原則は学校給食と同じとしますが、発達年齢に応じて内容に工夫を凝らし味、量、固さ大きさ等食感としてとら

えれるよう配慮し調理を行います。 
    ④保育園給食が同じ食材を購入することにより経費の節減を図るとともに、調理方法等にも工夫をこらし、同一食材、同一献立と

して食事の提供を行います。 
     また、配送方法については、学校給食センターの配送車を利用します。これにより、各保育園とも調理後一時間以内で配送する

ことが可能となります。温かいものは温かく、冷たいものは冷たい状態で提供できるよう保温食缶を利用し、その他については、

洗浄消毒された容器に移し、保冷した状態で専用コンテナを利用し衛生面に配慮した配送を行います。 



保育所に運ばれた給食は、保育所内の機器を利用し保管、配膳を行い食事の提供を行います。 
今回の特区申請により、本計画の目的でもある町内の保育園児、幼稚園児の３歳児から５歳児までが同一の給食を食すことによ

り、共通の話題が生まれるなど、楽しく食べる体験を通じ、食への関心を育み食を営む力の基礎を培う食育の充実を図ると共に、

就学前教育の更なる充実を図ります。 
各施設受入児童数（平成１９年１２月１日現在） 

区分 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 備考 
東員保育園 １９ ２３ １８ ６０  

いなべ保育園 １１ ８ ９ ２８  
みなみ保育園 ５ １５ １３ ３３  

しろやま保育園 １１ ６ ８ ２５  
笹尾第一保育園 １６ ２４ １４ ５４  
笹尾第二保育園 １３ １１ ９ ３３  

合計 ７５ ８７ ７１ ２３３  
 
⑤給食設備の面積及び内容 

区分 東員 
保育園 

いなべ 
保育園 

みなみ 
保育園 

しろやま 
保育園 

笹尾第一 
保育園 

笹尾第二 
保育園 

調理室面積 １０５．９   ㎡ ３６．３３２  

㎡ 
５１．９８   

㎡ 
５６．０   

㎡ 
８９．６  ㎡ ５５．６４   

㎡ 

設備内容 

調理台  ４台 
配膳台  ７台 
冷蔵庫  ２台 
冷凍庫  ２台 

調理台  ２台 
配膳台  ２台 
冷蔵庫  ２台 
冷凍庫  ２台 

調理台  ２台 
配膳台  ３台 
冷蔵庫  １台 
冷凍庫  １台 

調理台  ２台 
配膳台  ３台 
冷蔵庫  １台 
冷凍庫  １台 

調理台  ２台 
配膳台  ３台 
冷蔵庫  １台 
冷凍庫  １台 

調理台  ２台 
配膳台  ３台 
冷蔵庫  １台 
冷凍庫  １台 



回転釜  ２台 
オーブンレンジ １

台 
食器消毒保管庫 １

台 

回転釜   
オーブンレンジ

１台 
食器消毒保管庫

１台 

回転釜  １台 
オー ブンレン ジ

１台 
食器 消毒保管 庫

１台 

回転釜  １台 
オー ブンレン ジ

１台 
食器 消毒保管 庫

１台 

回転釜  １台 
オー ブンレン ジ

１台 
食器 消毒保管 庫

１台 

回転釜  １台 
オー ブンレン ジ

１台 
食器 消毒保管 庫

１台 
 
⑥食事の時間と内容 

年齢 基本内容 時間 おやつ 
３歳から５歳児 完全給食 

副食＋一汁二菜 
１１：３０から１２：３０まで おやつについては保育園での

調理 
 
 
 
⑦栄養所要量 

年齢 エネルギー

kcal 
蛋白質 
ｇ 

脂肪 
ｇ 

カルシュウム

ｍｇ 
鉄 
ｍｇ 

ＶＡ 
ＩＵ 

ＶＢ１ 
ｍｇ 

ＶＢ２ 
ｍｇ 

ＶＣ 
ｍｇ 

３歳から５歳児 ５４０ １８．０ １５．０ ２５０ ２．５ ５００ ０．２０ ０．３０ １７ 
   ※アレルギー食 
    医師の診断により、除去食対応食品は食品の栄養価に応じて他の食材を使用する。 

 



⑧食育プログラム 
目標：食への関心を育み食を営む力の基礎を培う子どもを育てる 
○給食も保育、教育の一環です 
 基本的生活習慣を確立するには、規則正しい食事のリズムを整える事が重要です。 
 「食」を文化としてとらえ、特別な行事等で食する行事食は文化の継承となり、地域の地産地消を支えることとなります。 
○安全性を考えます 
 安心、安全な食品を提供することはもちろんのこと、食品添加物、輸入食品、遺伝子組み換え食品、加工食品等は子どもたちを健康に育

てるため使用せず地産地消の推進を前提に安全な食材を使用します。 
（１）旬の食材がわかる 
 近年は、栽培技術の進歩により一年を通じて色々な食材が手に入りますが、旬のものが栄養的にも優れているため、これらの食材を提供

します。 
（２）偏食をなくする 
 好き嫌いをなくし、基本的な生活習慣の確立を推進します。 
（３）体にとってよいもの 
 子どもたちの体の成長にとって、安心安全な食材を提供し望ましい食生活を身につけさせます。 
（４）食べることに興味を持たせる 
 自分たちで栽培した野菜等を食材とした使用することにより、食に対する関心を持たせます。 
 



⑨給食センター配送スケジュール 
        配送車５台で配送 
    Ａ号車 
    １０：５５ 配送    稲部小学校（１１：１０）    三和小学校（１１：２０）    東員第二中学校（１１：３５） 
 
    Ｂ号車 
    １０：５０ 配送    城山小学校（１１：００）        東員第一中学校（１１：１５） 
 
    Ｃ号車 
    １０：４５ 配送    神田小学校・神田幼稚園・東員保育園（１１：５５）    笹尾西小学校（１１：１０）    

笹尾東小学校（１１：２０） 
 
    Ｄ号車 
    １０：１５ 配送    三和幼稚園・みなみ保育園（１０：３５）    稲部幼稚園・いなべ保育園（１１：３０） 
 
    Ｅ号車 
    １０：１５ 配送    笹尾幼稚園・笹尾第一保育園（１０：３０）   城山幼稚園・しろやま保育園（１０：４０） 
     笹尾東幼稚園・笹尾第二保育園（１１：００） 
 
    １３：３０ 回収  同一コース 
 
    １４：３０ 食器洗浄 
 
    １６：００ 消毒 
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